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　7 月 13.14 日、ＡＰＷＳＬ日本委員会の第
１３回総会が大阪で開催されました。ゲス
トには新しい東アジア調整委員になった台
湾のチェン・ボエイさんとＪＣＡ－ＮＥＴ
の安田幸弘さんのを
お呼びしました。総
会では関東からの調
整委員に稲垣豊さん
が選出され、バンコ
ク総会でも見られた
若い活動家の登場が
日本でも始まりつつ
あることを感じさせ
てくれる総会となり
ました。
　以下、三つの報告
をつないで日本委員
会総会報告特集とし
ます。　

　　三回目の関西開催の総会
　　　　　　丹羽　通晴　（共同調整委員）

　関西開催の総会は、大きく２つのパター
ンがあった。ひとつは合宿方式で、ＡＰＷ

ＳＬ および日本委員会の活動や展望をみっ
ちりと議論するタイプ。いまひとつは初日
はオープ ン企画の講演会などを開催し、２
日目に総会議事にする方式。前々回（98 年）

は前者、前
回（00年）は
後者、そし
て今回はま
た前者のパ
タ ー ン に
なったので
ある。オー
プン企画は
人寄せが目
的で、それ
でＡＰＷＳ
Ｌ活動への
参加を拡大
したいとい

う目論見がある。それが予想通りうまく
いったかどうかは別にして、新しくいろい
ろと企画を考えるのは大変ではあるが楽し
いし、勉強にはなる。 　　
　今回のオープン企画は「レイバーネッ
ト」で、レイバーネット側の関西オルグ企
画に便乗したかたちで講師派遣をお願いし

　　

第１３回日本委員会総会

新たなつながりの模索と予感

　　　　　右から安田、チェン、稲垣
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た。もうひとつの「目玉」は今年１月のＡ
ＰＷＳＬバ ンコク総会で新しく東アジア調
整委員に就任した台湾のチェンさんを招聘
したこと。彼にはレイバーネットの講演の
あとに台湾労働運動の現状について話して
もらい、交流会では自作の労働歌も披露し
てもらった。

　　　　□　総会議事　□
　ということで総会は、２日目の７月 1 4 日
に大阪教育合同の組合事務所で開催。議長
は山原さん。 冒頭は地域報告で、関東から
は渡邊さんがセミナーなどの活動報告をし、
関西からは馬谷さんがＮＧＯ諸団体との関
係を中心に紹介、さらに今回は福岡から川
口さんが参加してくれて、地元での活動内
容を報告した。なお、静岡の望月さんは前
日の交流会でポルト・アレグレの世界民衆
フォーラムへの参加をスライド紹介したの
で、ここでの報告はパス。
　続く国際的な争議支援・連帯活動につい
ての報告では、遠野さんがフィリピン・ト
ヨタ争議の現状、山崎さんが国労闘争団の
ＩＬＯ（ジュネーブ）要請行動についての
報告をした 。さらに、『リンクス』、『英文
ニュース』、『ＡＰＷＳＬ　ＴＯＤＡＹ』に
ホームページについての報告と議論があり、
財政報告として決算と予算が行われた。

　　　　□　東アジア交流　□　
　今回のメイン議題は東アジア交流計画
だったから、時間を多めにとって議論した。
事前に山崎さんとチェンさんとで打ち合わ
せをして計画案も作成され、ＡＰＷＳＬ
コーディネ ーターのアントンにも送付され
ている。2 0 0 3 年夏に台湾で民営化問題を
テーマに開催し、 ４泊の日程で各国３人派
遣とすると予算は約5000 米ドル。うち 4000
ドルをＡＰＷＳＬ会計から、1 0 0 0 ドルを各
国委員会で負担するというもの。資金提供
機関提出用ということで、練った計画案で
はなく、さらに後述するがＡＰＷＳＬ会計
の目処が立たないという問題はあるが、少

なくとも予算規模は参考になるだろう。ま
た、チェンさんからは、今秋頃に“労働法”
をテーマにしたシンポジウム開催という、
台北産業総工会の要望も伝えられた。それ
らを含めて論議した結果、ともかくも来年
の東アジア交流の実現を目標にすること 、
チェンさんを中心にして韓国や香港のメン
バーにも打診することを決めた。テーマに
ついても今後の課題だが、とくにチェンさ
んからは台湾の労働組合の現状からすると
民営化問題はちょっと重すぎるという指摘
もあった。

　　□　国際書記局会議報告　□
　ところで、総会前の６月 29 日付で調整委
員アントン・マルカスから書記局議事録と
いう文書が送付されてき た。そこにはＡ
ＰＷＳＬが財政的に危機的状況にあること
（残金が１万 1500 ドルしかなく 、新しい基
金を開拓することも出来てない）、した
がって交流計画などのプロジェクトに振り
向ける資金はなく、限られた予算状況では
アクションアラートやニュース発行、ウェ
ブサイトの確立などで補うほかない、など
が叙述されていた。さらに、国際自由労連
（ＩＣＦＴＵ）批判や社会条項批判など総
会で議論されていない主張が含まれてお
り、意図が不明な煽動的表現も多いので、
それらを含めて日本委員会からの意見書を
送付することも決定した。

　　　□　役員改選　□
　最後に役員人事で、関西は変更なしだ
が、関東からは大幅な変更が提案された。
さらに、会計がいつも関東であることは問
題だという指摘があり、少なくとも次期は
関西から選出されたいという要望が出され
た。なお、確定した人事は以下の通り。

＊共同代表　　稲田順一、榊原裕美（新任）
　　　　　　　山原克二、原田恵子
＊共同調整委員　稲垣豊（新任）、丹羽通晴
＊会　計　　　　　　　高幣真公（新任）
＊「リンクス」編集長　　山崎精一
＊英文ニュース編集長　　喜多幡佳秀

日本委員会総会報告特集
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＝　総会１日目　報告　＝

レイバーネットでつなぐレイバーネットでつなぐレイバーネットでつなぐレイバーネットでつなぐレイバーネットでつなぐ

　アジアの労働者　アジアの労働者　アジアの労働者　アジアの労働者　アジアの労働者・・・・・民衆運動民衆運動民衆運動民衆運動民衆運動
　　　　　　　　　　馬谷　憲親

　レイバーネット・ジャパンのホームページはな
かなか便利なものだが、今年２月から4月初頭の
韓国発電労組のストライキに関する情報は目をみ
はるものがあった。韓国発電労組、民主労総、闘
争支援のＮＧＯからの情報、アピール（韓国語）
が発信されて２４時間たたぬうちに日本語になっ
てレイバーネット・ジャパンのホームページに掲
載されていた。速いときには半日たっていなかっ
たように思う。一体何人の人がどんな態勢でやっ
てんだろうと驚き、感心していたのだが、その謎
が今回とけた。韓国語の翻訳を含めレイバーネッ
ト・ジャパンの運営の中心にいる安田幸弘さんに
大阪まできてもらってお話をきくことができたか
ら。謎がとけるとともに、あらためて感銘した。
安田さんはＪＣＡ－ＮＥＴという民衆運動のた

めのインターネットのプロバイダー的役割を果た
しているグループの中心メンバー。ＪＣＡ－ＮＥ
Ｔがあるのでレイバーネットが稼動できるのだ
が、活用の途はまだまだたくさんありそうだ。夢
が広がった。
　ＡＰＷＳＬ関西はもとより、ともだちのＮＧＯ
もそれぞれ情報発信の手段、有効性に悩み苦労し
ているので、なかなかインパクトがあったと思
う。安田さんのお話に続いて関西ベースの３つの
ともだちＮＧＯから主として自前のメディアにつ
いての現状報告をお願いした。日朝日韓連帯運動
の「ヨンデネット大阪」、ＲＩＮＫ（すべての外国
人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワー
ク）、ＮＡＷ（アジア労働者情報交流センター・関
西）である。ニュースレター等情報発信のしかた
はさまざまなので簡単にはいえないが、他地域を
含め共通の課題（の一部）として次のことがある
ように思った。
�情報発信がされていることを未知の（将来の）
友だちに知らせる方法。

�情報の信頼性保証。紙の時代よりインターネッ
トの情報は容易に改ざんされる。

�発信する情報の独自性（未知に出会う面白さ）

をどこで出すか。
　最後に、インターネット状況での労働争議の
国際支援、連帯の新しい課題。これについては
当日配布されたＮＡＷの機関紙「アジアワー
カー」の連載記事から引用する。

　○　サイバー闘争―デジタル攻防　○
　
　（韓国）発電労組指導部は、各班１０人程度の
「分任組」に分けて（逮捕、切り崩しを避けるた
め）全国に散開させた５０００人以上の組合員
への指令にホームページを活用した。発電労組
のホームページには分任組の「班長」が持つ携
帯電話でアクセスできる。組合員個人の携帯電
話、クレジットカードの使用は、警察、会社側に
所在をつかまれるので禁止。
一方警察は、警察庁のホームページのお知ら
せコーナーに逮捕状の出た労組指導部の手配ビ
ラを掲載し、申告（密告）報償金を出した。
→警察庁は発電労組のホームページ閉鎖を画
策。
　→発電労組のホームページ閉鎖令が出れば、
民主労総ホームページで発電労組ホームページ
を運用すると表明。
　→さらに、民主労総ホームページも閉鎖され
たら日本などの労働ネットワークに運営協力を
要請すると表明。
　→進歩ネットワークセンターと社会団体等が
警察庁の閉鎖画策に対して批判キャンペーンを
展開。
　→警察庁は労組ホームページの閉鎖を断念。」

　この記事に出る「日本などの労働ネットワー
ク」のひとつはまちがいなくレイバーネット・
ジャパンなのである。

日本委員会総会報告特集
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 台湾では、1984年に米国の圧力で労働基準法
が制定されたこと、 87年に戒厳令解除されたこ
とが社会運動発展の契機となり、 1988年から労
働運動が始まった。最初の労働運動は、残業代
獲得運動だった。 また労働運動の中での政治的
な闘争として国民党一党独裁打破の運動があり、
政治的には当時野党だった民進党支持で始まっ
た。
　2000年の台湾総統選挙で民進党の陳水扁が当
選した。 これまで民進党は労働運動、社会運動
を支援してきたこ
と、 民進党、社会運
動の双方にとって、
国民党が共通の敵
だったことなどの理
由で社会運動、労働
運動陣営は、陳水扁
が変化をもたらすと
考え、支援してき
た。 しかし2000年
は不況で台湾の経済
が落ち込んでいたこ
と、 グローバリゼー
ションの影響により
失業率が高まったこ
と、 企業よりの新自
由主義的な政策などの理由で、 社会運動陣営は
陳政権に対して批判的な姿勢を強めることなっ
た。
　野党となった国民党も、陳政権への批判を強
めた。 進歩的な社会運動に携わってきた指導者
が何人も陳政権に入閣したが、 このような政治
的な攻防の中で、進歩的だと思われていた民進
党も、 結局国民党と同じなのではないかという
疑問が持ち上がり、 社会運動は自身の位置付け
が問われることになった。 また、反国民党で民
進党と共にやってきた人々も苦慮している。 そ
して一般の市民たちも、陳政権になってから経
済的な発展に見るものがないばかりか不況は続
き、中国との関係についての不安などから批判

が強まっている。

　　　労働運動の状況　　　労働運動の状況　　　労働運動の状況　　　労働運動の状況　　　労働運動の状況

  99年から2000年にかけて、国民党の統制下
にあったナショナルセンターのCTU(全総)に加
え、新しく民進党系の第二のナショナルセン
ター(全国産業総工会TCTU)が設立された。   2
つのナショナルセンターが互いに競争しながら
発展していくことが望まれていたが、そのよう
な方向には進まなかった。
  ナショナルセンターによる労働運動は、既存
の政党の影響力が強い。   たとえば2002年メー
デーで、2つのナショナルセンターはどちらも
不況からの脱却を理由として政府への圧力をか

けることになるデモ
をやらず、 対政府協
調路線を取った。  活
発に労働運動に取り
組んでいるのは、比
較的小規模労働組織
である。  たとえば、
労災問題に取り組ん
できた団体が労災の
被害者を保護するた
めの法律を作らせた。
われわれは、政党と
の関係に重心をおく
べきではないと考え
ている。
  陳政権の新自由主

義的な政策により、今後、失業者が増えると予
想される。   失業者救済のための、工場閉鎖や
工場移転に対する闘いが必要だ。
  従来の労働組合法は、労働組合の統制を主眼
とする日本統治時代の法律だった。   民進党は、
労使関係に政府は介入しないなど、統制の解除
を目指している。   しかし、労働運動が弱い現
状では、政府の介入がなくなることは、かえっ
て問題だ。   適切な政府の介入で労働者を保護
する必要があるのではないだろうか。   民進党
の「進歩性」は、資本家と共に進む進歩性であ
り、民衆的ではない。   民進党の自由と進歩性
は、資本家が自由に活動できるようにする進歩
性なのである。 　　　　（　10ページに続く　）
　　

　チェン・ボウェイ報告

　台湾の労働運動
　　　　安田　幸弘（ＪＣＡ－ＮＥＴ）

自作の歌を熱演するチェン

日本委員会総会報告特集
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　アジア太平洋地域における労働法およびそ
の実態についての評論雑誌が、ＡＭＲＣ（Asia
Monitor Resource Center)によって１９９
９年に発行された。それから３年が経ち、内容
の更新と、前回掲載できなかった国・地域の報
告も入れ込むための作業が始まった。
　今回は、日本にも要請が届き、田端博邦（東
大社研教授・国際労働研究センター共同代表）
さんがレポートの執筆にあたった。レポート
は２９ヶ国・地域から届き、アジア・太平洋地
域のほぼ全域をカバーした。レポートの多く
は、学者・研究者の手によって書かれ、弁護士・
労組活動家も何人かは参加していた。
　このレポートに基づいたワーク・ショップ
が８月８－９日、バンコクで開催された。レ
ポート執筆者が参加するのが順当なのである
が、田端さんが出席不可能ということから、日
本からの参加者は私と在間秀和弁護士（大阪
労働者弁護団副代表）となった。

　ワークショップは、事前に２～３カ国・地域
が一組となることが決められる。日本は台湾
と組み合わされた。お互いのレポートに事前
に目を通しておくことが必要だ。
　レポートが遅れると相手方の目を通す時間
を少なくすることになる。会議では、最初にレ
ポートが１０分で報告され、次に対応する国・
地域から１０分間の批評や質問が行われ、最
後に会場から１０分の質問や意見が出される。
この方法は、相手方のレポートに対して、自
国・地域での法律・経験をもとにして批評をす

ることになるため、比較研究に優れている。ま
たレポート執筆者は、批評や質問からレポー
トの不備あるいは自国・地域の労働法の問題
点や進んだ面を確認できることであろう。
　このワークショップを受けて、執筆者はレ
ポートを完成させることが求められる。そし
て今年末には出版にこぎ着る予定で、カンボ
ジア等を除くすべてのアジア太平洋地域の労
働法とその実践を知ることができるはずであ
る。

　　○　日本と台湾の報告　○

　田端教授が作成した日本レポートは、労働
法制をめぐる焦点、戦後の労働法制の歴史、新
自由主義政策による労働法制から構成され、
その中で日本的労使関係や労働慣行がわかり
やすく説明されたものであった。ワーク
ショップでは在間弁護士がレポートを解説し
た。特に重点を置いて説明したのは、「最近の
日本における整理解雇を巡る状況と，不安定
雇用労働者の問題」であった。
　これに対して台湾からは、簡単な解説を施
した労働諸法の一覧をテーブルにしてもらい
たい、リストラ自殺の実態を知りたいとの注
文が付けられた。また、個別労働紛争解決促進
法や労働契約承継法については高く評価した
いということであった。
　会場からは、「日本の率直な報告が出された
ことを歓迎する」とマレーシア労働組合会議
から感想が出されたほか、女性深夜労働・時間
外労働の規制解除の理由、サービス残業に反
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　　○　ワークショップの討議方法　○
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対できない理由について質問が出され、ＩＬ
Ｏとのかかわりについての説明も求められた。
　私たちは、日本の労働組合法が複数代表制
度（plural representation)をとっているた
め、個別労働紛争解決促進法はあまり有効で
ないことを説明した。台湾では、一職場一組合
しか認められていないことから、個別紛争解
決に魅力を感じたのだろうか。労働契約承継
法に関しては、ＮＴＴのように承継法を使わ
ないでリストラを進めている実態を紹介した。
男女雇用機会均等法が女性保護を廃止したこ
と、サービス残業を拒否すると会社にいられ
なくなる実態があること、ＩＬＯから労働委
員の公正任命の勧告が出ていることなどを説
明した。
　次は、台湾レポートが発表された。個別的労
働関係、集団的労働関係、労働組合、労働安全
衛生、ジェンダー関係、先住民保護に関する労
働諸法の解説、労働諸法を有効にする制度、労
働組合法の解釈の変更、ナショナルセンター
の分裂、雇用保険法の制定等に対する労働組
合代表の関与などが詳しくレポートされた。
　台湾レポートへの質問・意見は私が行った。
それによって、労働基準法の解雇手続きには
解雇理由が含まれていること、労働組合代表
は各ナショナルセンターから出ていること、
労働組合役員は月５０時間の有給組合休暇が
とれること（会社負担）、ナショナルセンター
が分裂しても一職場一組合しか認められてい
ないことなどがわかった。

　　○　労働法実践の諸問題　○

　このように、各組の報告・質問が２日間１６
時間にわたって繰り広げられた。事前にレ
ポートが渡されたのは、組み合う相手方で
あったため、台湾以外の報告は当日になって
聞くことになった。ところで、レポートのすべ
てが直接現地から寄せられたのではなかった。
１４年間亡命生活をしているビルマの活動家
はオーストラリアから、北朝鮮のレポートは
韓国の学者が行った、ラオスについてはアメ
リカＡＦＬ・ＣＩＯの地域担当者が、中国につ
いては香港在住の研究者が報告した。

　アジア太平洋の国・地域は、旧植民地国、旧
（現）社会主義国が多数を占めていることか
ら、それぞれの労働法も旧宗主国の影響を受
けたり、資本主義国家とは異なる法体系に
なっている。ラオスには「結社の自由」も「表
現の自由」もないと報告した。ＡＦＬ・ＣＩＯ
担当者に、「アメリカもＩＬＯ条約を批准して
いないぞ」とヤジが飛んだのは、欧米諸国の基
準に対する批判もあったのかもしれない。
　さて、労働法があっても「法の支配」がない
のは、日本も含めて共通している。台湾の労働
基準法では、１５年以上同一会社に働くと年
金がつくことになっている。そのため台湾企
業の９８％を占める中小企業の平均存続年数
は１３年だという。また、年金保険料は８％の
企業しか支払っていない。これについて、私は
私の組合と争議状態になっている関西大学を
含めて、法律を教える私立大学のほとんどが
雇用保険法を守らず、保険料を支払っていな
い日本の状況を説明した。さすがに、台湾以外
の参加者も、大学が法律を守っていないこと
には驚いていた。
　マカオでは、雇用契約書は中国語かポルト
ガル語で書かれているため、外国人労働者に
は理解しにくい。それより問題なのは、雇用に
かんして文書による合意があるにもかかわら
ず、「合意は雇用契約でない」との判決が出て、
解雇が強行されているという。
　他方、ビルマやインドネシアからの参加者
は、労働法に基づいて活動している労働組合
活動家が、労働法以外の法律によって投獄・弾
圧を受けていると報告した。社会権として形
成された労働法についての理解の相違がある
のだろう。
　各国・地域の報告に共通していたことがあ
る。１つには、アジア全体において，労働問題
を語るにあたって“グローバリゼーション”が
共通の重要課題になっていること、２つには
非正規雇用・不安定雇用問題もすべての国・地
域で労働運動が直面する課題となっているこ
とであった。

　　　○　労働組合の課題　○



7

本人は「北から南」への出稼ぎと言えるのでは
ないか。それはさておき、大阪の失業率を低く
するためにも、中国労働者の賃金・労働条件の
改善は不可欠である。

　　　○　地域からの視点　○

　私は常々、グローバル経済のもとでは、国レ
ベルを飛び越えて地域が地域と結びつく労働
運動（インターナショナルからインターリー
ジョナルな労働運動）が必要であると言って
きたが、今回の交流でもそのことを確信した。
香港の仲間とは、中国本土の労働者の組織化
が急務であることについて意見が一致した。
この点において、バンコク会議は労働法制・実
践の比較単位を国においていることに、物足
りなさを感じる。グローバリゼーションは、国
法に上位するものとしての国際法（ＩＬＯ基
準など）を浮かび上がらせるとともに、企業が
存在する地域の法制度（地方政府の条例・規則

　バンコク会議では労働法とその実践に関す
る議論が続いたが、夕食時等では交流が盛ん
に行われた。

等）の諸関係も重要になってきているからで
ある。また労働運動の観点からすれば、比較だ
けではなく、相互関係の検討も必要であろう。
　ともあれ、労働法・実践に関するバンコク会
議は成功したのは間違いない。その成果は、年
末の出版によって証明されるであろう。２９
カ国・地域の多様な英語は理解しにくかった
が、このことだけは断言できる。本が出版され
た際には、学者・弁護士・労組活動家の参加を
えて学習研究会をする予定である。
　　　　　　　　　（２００２年８月２０日）

　マレーシアの食品関係の日本企業で労働組
合を組織しようとした参加者（香港人）は、元
組合幹部（連合系）がマネージャーになって妨
害したことを訴えてきた。また、中国本土の日
本企業では、組合出身者が「親睦会」を先に組
織して、ハイキングやカラオケに労働者を
誘って、組合づくりをさせないようにしてい
ることも話してくれた。だから、マレーシアの
労組代表が日本のレポートの「率直さ」を歓迎
した意味がわかる。日本の実情は伝わってい
ないのだろう。
　外国人労働者については、受け入れ国とし
てタイ・ネパール・ブルネイ・マカオ・インド・
マレーシア・バングラデシュ等から報告が
あった。台湾でも多数の外国人労働者が働い
ている。いわゆる「南から南」への出稼ぎ労働
である。タイにはビルマから、ネパールにはイ
ンドから、バングラデシュにはマレーシアか
ら、マレーシアにはインドネシアから労働者
がやってきている。
　私も在間弁護士も、日本で２番目に失業率
が高い大阪地域で活動している。大阪の失業
率が高いのは、一つは中小企業の倒産が多い
こと、二つには松下電器などの家電メーカー
が中国に工場を移転させ、いわゆる「産業の空
洞化」が起きていることが原因といわれてい
る。上海当局の発表では、上海在住の外国人の
うち３分の１が日本人だという。これらの日
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 　8月 10 ～ 12 日の 3日間、アジア社会運動
ミーティングがバンコクで行なわれた。 これ
は、8 月 13 日～ 15 日に予定された世界社会
フォーラム（WSFと略。次回もブラジル・ポル
トアレグレ市で開催）のためのプレ会議国際
評議会が行なわれたが、 その会議に先立って、
2004年度はWSFがインドで行なわれることと、
また2003年にインド・ハイデラバードでアジ
ア社会フォーラム（ASF)が行なわれることを
受けて、アジア社会運動のネットワークを強
めようと行なわれたものである。アジア各国
から200人近くが集まった。 バングラディッ
シュ・ネパール・パキスタン・インド・フィリ
ピン・マレーシア・ビルマ・モンゴル・ベトナ
ム・香港・台湾など多くの国からの参加者が
あった。 日本からは、ATTAC・PP研・ピース
ボートなどから６名（うちたまたま APWSL の
運営委員3名・・遠野はるひ、秋本陽子、榊原
裕美）が参加した。PP 研からは小倉 利丸氏、
ピースボートからは山本奈美氏他が参加した。
　

　　　ウォルデン・ベローの提起

　　労働組合は地元のタイのレイバーキャン
ペーンなどの参加があったものの、どちらか
と言うとＮＧＯが多かった。主催は、WSFの構
成団体の1つでもあるフォーカス・オン・ザ・
グローバルサウスで、連続６日間、10時と3時
のおやつとタイのおいしい昼食付きの会議で
あった。フォーカスの代表ウォルデン・ベロー
氏が基調報告をした。彼は、現代の特徴として
４つの危機をあげた。①レジテマシィ（正統
性）、②過剰生産・過剰資本、 ③リベラルな民
主主義（仏のルペンや欧州での右派の台頭な

ど）、④過剰な拡張主義、である。 「新自由主
義グローバリゼーションとミリタリズムに対
抗していくこと」が運動スローガンであり、と
くにアジアとして「ファンダメンタリズム（原
理主義）とコミュナリズム（排外的共同体主
義）に対抗する」ことが重要との認識が指摘さ
れた。 南米・アフリカでは80年代から構造調
整政策が始まり、2 0 年間の新自由主義的グ
ローバリゼーションの経験がある。グローバ
リゼーションへの異議申し立てが 隅々に浸透
していて、別の世界を作ろうという機運が大
きく盛り上がっている。 来年のメキシコ・カ
ンクーンでの WTO 閣僚会議はこの力を持って
国際連帯で何とか挫折させようと力強くア
ピールし、会場から大きな共感を持って受け
止められた。 　

　　　　アジア社会フォーラムへ

　来年１月 2 日から 7 日開催の「アジア社会
フォーラム」（インド・ハイデラバード）の趣
旨についてインド事務局からの説明があり、
どのように開催するかテーマに分かれての分
科会が行われた。 この会議を通じて、アジア
は民族的にも言語的にも多岐にわたる多様性
を持つが、世界社会フォーラムの精神を継承
してアジア社会フォーラムを成功させよう、
と言う機運が盛り上がった。日本としては
フィリピントヨタの闘いや、 APA（アジア平和
連盟）の動きなど（8 月 29 日から9 月 1 日ま
でマニラでアジア国際会議を開催し、アジア
での反戦のネットワークが動き始めている）
が日本国内でも盛り上がっていることの報告
をし、また日本としては、その位置―アジアで
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唯一の G8であり、債権国であることから、そ
の内実を問うことが日本の市民としての責任
ではないかという確認をして、これからのア
ジアの動きへの連帯を示した。

　　　　　第３回ＷＳＦへ

　続けて行なわれた世界社会フォーラム国際
代表者会（ＩＣ）には、ブラジルやフランスを
はじめ、イタリアやフィンランド南アフリカ
からと、世界中から来年のWSF成功にむけ様々
なメンバーやオブザーバーが集まった。ブラ
ジルからは日本のPARC に 2 年いたことのある
アッチラが、民衆の側からの連帯を熱を込め
て語った。 ＷＳＦの開催に当たってその性格に
ついて議論されたが、 第１回のＷＳＦは、新自
由主義的グローバリゼーションに対する批判
であり、第２回のＷＳＦは、それへのオルタナ
ティブを求めるものであり、第３回目は、それ
への戦略を打ちたてるフォーラムにすべきと
確認された。、 来年の運動として、９月メキシ
コ・カンクーンで行われるＷＴＯ第５回閣僚
会議行動を焦点化すべきとここでも提起され
た。 　早速プレスリリースが出されたのでその
翻訳を掲載する。

　2002年8月13～15日、バンコクで
　　　世界社会フォーラム
　　　　　国際代表者会議が開催

　
　世界社会フォーラム（WSF）は新自由主義的
グローバリゼーションに反対する社会運動体
や市民社会組織が自らのために作り出す公開
の場である。WSFは真に民主的かつ急進的なオ
ルタナティブ（代替案）について真剣に考察お
よび建設するための機会を提供するプロセス
である。

　しかしながらWSFがとりわけプロセスである
とはいえ、最も目に見える形でWSFが表現され

たのは、世界中から何万人もブラジル・ポル
トアレグレに結集して行われた 2 回の大イベ
ントであった。2001 年 1 月に開催された第1
回 WSF は最も重要なこととしてグローバルな
資本主義が討議され、2002年 2月に開催され
た第2 回 WSF ではオルタナティブの確立が強
調された。

　2003 年 1 月 23 ～ 28 日にはポルトアレグレ
で次の世界的なWSF が開催される。プログラ
ムでは社会変革の戦略が重要なテーマとなる
であろう。バンコクWSF 代表者会議ではプロ
グラムの構成について討議され、構成案を作
り出した。今後、この案はさらに発展し、世
界中の様々な運動体や組織から提案を受ける
ことになろう。

　戦略に関する課題は、第3 回 WSF の焦点に
なるかどうかはともかく、WSＦプロセス総体
においても重要性を増している。今後、WSFの
最も重要な戦略的課題は、WSF がマージナル
化（周縁化）された人々やコミュニティに到
達できるほどに地理的に拡大することと深め
られることである。それは、言わば、新自由
主義的グローバリゼーションに相対するもの
として民衆のグローバリゼーションを探求す
ることである。WSＦプロセスは、ファンダメ
ンタリズム（原理主義）、ミリタリズムおよび
コミュナリズム（排外的共同体主義）が台頭
し、ならびに新自由主義によってそれらが強
化されている事態にこれまで以上に真剣に取
り組まなければならない。

　WSF は様々な広がりを持って拡大し、深化
している。アジアで初めて開かれた今回の
WSF 世界代表者会議はプロセスの第一歩であ
る。今日、世界の様々な地域で様々な地域別、
国別、テーマ別社会フォーラムが組織されて
おり、WSF はまさしくグローバルなプロセス
になってきた。

•@WSFにとって、アジアの社会運動体や社会活
動者の参加と協力はきわめて重要である。
2003 年 1 月 2 ～ 7 日、インド・ハイデラバー
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　　2002年 8月 15日　バンコク
　　　　　　　WSF国際代表者会議

　　　　　　　　
　この会議を持ち帰って私たちは W S F に過
去行った人・関心のある人・次回は行きた
いと考えてる人たちでミーティングをも
ち、来年の ASF,WSF に向けて準備をしてい
くつもりだ。 APA やピースボート、 PP 研
「グローバル化と民衆運動研究会」､ATTACー
J A P A N など国内外の連携を強めて、グロー
バル化に対抗する運動を日本でも大きくし
ていき、「もう 1 つの世界」を求める世界中
の人たちと連なり､ それを可能にしていく
うねりを作っていきたいと強く思った。 個
人的には会員や運営委員が何人も参加はし
ているが、APWSL としても、ぜひ、 来年の
ASF、WSF へ向けての取り組みをしていけた
らと思う。

　バンコクでは前回の総会の時に活躍して
くれた AP W S L のタイのスタッフの女性たち
に会って、初めてだという日本料理を囲ん
で、とても楽しい時をすごした。A P W S L の

ドで開催される第 1 回アジア社会フォーラ
ムは、W S Ｆプロセスにアジアの広がりを持
ち込むことであり、またそれを強化するこ
とでもある。

　WSFプロセスの中で構築されたもう一つの重
要なフォーラムは、新自由主義に 関するテー
マ別フォーラム（2002 年 8 月下旬、アルゼン
チン・ブエノスアイレス）と新自由主義、戦争
とレイシズムに反対するヨーロッパ社会
フォーラム（2002 年 11 月 7 ～ 10 日、イタリ
ア・フローレンス）である。さらに、パレスチ
ナの平和を求めて戦争と占領に反対する
フォーラムなど、他にも地域別、テーマ別
フォーラムが計画されている。

　バンコク WSF 世界代表者会議で論議された
今日の課題の中で、さらなる努力が求められ
たのは戦争と平和の問題である。

　次回のWSF代表者会議はイタリア・フローレ
ンスでヨーロッパ社会フォーラムの直後、11
月 11 ～ 13 日に開催される。

　WSF代表者会議は、資本主義権力に対して民
主的オルタナティブを求めるすべての運動体
および市民社会組織に WSF プロセスへの参加
を奨励する。私たちは 先住民、女性、労働者
たち、ならびに排除された人々が関わる民主
的な闘争の場にあって、重要な意見表明のス
ペースを提供したい。

　真に民主的な世界を勝ち取るための闘いに
おいて、私たちは暴力とファンダメンタリズ
ム（原理主義）に反対する。私たちはとりわけ
現在進行中の帝国主義的暴力とイラクに対す
る新たな戦争準備に反対する。「もう一つの世
界は可能だ」を実現するために、私たちは国際
平和、連帯、社会的包摂（社会的インクルー
ジョン）の文化を構築するための新たな努力
をしなければならない。

もっとも、政府が労組に対する統制を弱めたこ
とによる好ましい側面もある。   従来、台湾の
労働組合は企業別組合だけだっただ、産業別、
地域別の労働組合の設立が認められるように
なった。   小規模で力量も不十分な台湾の労働
組合にとって、さまざまな形態の労働組合の設
立が認められたことはプラスになるものである。

 （４ページから続く）
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　　現地連帯ツアー報告

フィリピントヨタ労組に勝利を！フィリピントヨタ労組に勝利を！フィリピントヨタ労組に勝利を！フィリピントヨタ労組に勝利を！フィリピントヨタ労組に勝利を！

　　　　　　　　　渡　邉　　　弘

□　フィリピントヨタ労組委員長
　　　　　エド・クベロとの約束　□

７月２８日から８月２日、フィリピントヨタ労
働組合（以下ＴＭＰＣＷＡ）の闘いを激励するた
め、神奈川を中心とするメンバーとともにフィリ
ピンを訪問した。２０００年に組合結成したＴＭ
ＰＣＷＡは今大きな試練をむかえている。いった
ん認証された労働組合資格を「認証選挙そのもの
が無効だった」としてトヨタ資本の反撃を受ける
こととなったのだ。フィリピン労働雇用省は当
初、ＴＭＰＣＷＡがフィリピントヨタ社における
唯一の正式な労働組合と認定した。しかし、フィ
リピントヨタ社はその決定を不服として裁判に訴
えた。明らかな労働組合潰しである。さらにこう
した事態を重くみた日系企業からのアヨロ大統領
への恫喝（「労使紛争が続けば資本をフィリピン
から引き上げる」）が行われると、労働雇用省の
態度は一変し「裁判が行われているのでその結果
を見守る」と労働組合潰しに結果として協力する
姿勢に変わった。
こうした中、事態を打開しようと２００１年２

月２１日から２３日にかけて、労働委員会は会社
側証人に対する公聴会を開催した。ＴＭＰＣＷＡ
は決戦の場であると判断し、３日間に渡り317名
の組合員の動員をかけた。これに対しフィリピン
トヨタ社は３月、227名の組合員を解雇する報復
処置にでた。２１日から２３日の動員に参加した
組合員は「無断欠勤」だと主張しているのである。
参加した組合員は正式に休暇届を出し参加してい
たにも関わらず。
こうしたした緊迫した状況の中で、ＡＰＷＳＬ

日本委員会は自動車別連絡会議と共同で昨年４月
「アジアの自動車産業労働者」をテーマとしたセ

ミナーを開催した。その際にマレーシアからはＡ
ＰＷＳＬ東南アジア調整委員サイード氏、フィリ
ピンからはＴＭＰＣＷＡのエド・クベロ委員長ら
を招待した。セミナーではアジアにおいて日本の
自動車企業がどの様な労働組合対策を行っている
かや日本国内で行われている各企業のリストラの
状況等が報告された。私はこのセミナーが草の根
レベルでの国際連帯の重要性と未知数であるその
力は今後決して小さなものではなくなるだろうと
いうことを予測させる意味あるものだったと考え
ている。
帰国前日の夜、エド委員長と食事をする機会が
あった。彼が運動の話し、「運動のためなら命も
惜しくない」と言いはじめたので、私は彼に家族
がそのことをどう思っているのか聞いた。「多分、
理解していると思う」という返事だった。自己犠
牲という言葉は美しい響きをもっているが、あく
まで「犠牲」である。犠牲には自分だけではなく
他者をも巻き込んだ「苦しみ」「悲しみ」そこから
派生して新たな「憎しみ」をも当然含むのである。
そのことを本当に家族が理解しているのだろう
か。私は彼に言った。「いつか君のところに行き
たいね」。「もちろんいつでも歓迎だよ」という返
事か返ってきた。エド委員長と彼の暮らす地で会
うことを約束して別れた。

□　その日は突然やってきた　□

エド委員長は１１月末、日本のトヨタ本社抗議
行動に参加するため再来日したが、主な目的は交
流ではなかったし、私も忙しい日々が続いていた
ので挨拶を交わすだけで別れてしまった。ＴＭＰ
ＣＷＡを支援する会から送られてくる情報に目を
通すたびエド委員長の顔が浮かんできた。
６月下旬、ＴＭＰＣＷＡを支援する会から
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「フィリピンに行くので一緒に来ないか？」との
誘いがあった。エド委員長との約束を果たす機会
に二つ返事でその誘いに乗った。

　　□　１７年ぶりのマニラ　□

　今回の訪比は自分にとって１７年ぶりである。
１９８５年といえばマルコス政権の末期でありＫ
ＭＵを始めとする労働運動が活発であり、若かっ
た私は大きな刺激を受けた。
　空港と道路の喧騒は１７年前と変わらなかった
が、マニラ市内の空気は意外にきれいだった。黒
い排ガスを出しながら走っている車はジプニーを
除けばほとんどなかったせいだろう。
　到着後、現地で事
業を起こし駐在し
ている元トッパン
ムーア労組特別執
行委員だった鈴木
氏（彼とも１７年ぶ
りの再会となった）
から、現在のフィリ
ピンの国内情勢に
ついての説明を受
けた。アヨロ大統領
が治安対策と公務
員の汚職問題に力
を入れることを強
調していること。特
に、治安対策ではミンダナオ島でのイスラム「過
激派」アブサヤク掃討作戦が比米合同で展開され
た後、ルソン島で新たに新人民軍掃討を対象にし
た作戦が開始されることになったこと。汚職問題
は警察がその源であることははっきりしているも
のの手がつけられない状態であること等が語られ
た。結局、基本的なフィリピン社会の構造は１７
年前とは変わっていないという事であった。
　「９、１１」以降のアメリカの軍事行動は「国益
を守る」という多国籍企業防衛のための一連の作
戦である。目に見えない敵、架空の敵を勝手に作
り上げ他国に軍を展開していく限りその行動に終
わりが来ることはないだろう。我々の訪比と時を
同じくしてアメリカのパウエル国務長官が東南ア
ジア各国にアメリカ軍への協力を要請すべく訪問
していた。８月２日（我々の帰国する日）にはフィ
リピンに来る予定となっていた。当然ではある

が、フィリピン国内では様々な団体が反米、反グ
ローバル化の集会を各地で繰り広げていた。その
あおりを受け、私たちは「過激派」として連日新
聞紙上に掲載されることになった。しかし、その
ほとんどが事実とは異なっていた。真意は私たち
を牽制することであり、背後にトヨタ社の意向が
あることだけははっきりしていた。
　

　□　ＴＭＰＣＷＡの仲間、エドとの　　
　　　　　　　　交流そして勝利を！□

　私たち訪比団の詳しい報告は後日パンフレット
として発売されることになっている。ＡＰＷＳＬ
でも販売の手伝いをするので内容はそちらで把握

していただきた
い。ここでは、冒頭
でつづった私とエ
ド委員長との約束
に話をもどす。
　帰国の２日前、
私はエドに「君の
家に泊りたいんだ
けどいいかな」と
聞いた。「もちろ
ん、日本で約束し
たじゃないか。歓
迎だよ」とニコニ
コ笑いながら応え
てくれた。エドの

家はマニラの隣、空港滑走路の直下マカティ市に
ある。解雇され金がない彼は車を売りそのあいた
ガレージを組合事務所に改装した。私たち訪比団
は最後の夜、組合事務所兼彼の住居でさよなら
パーティーを開いた。私を除く団の人たちがホテ
ルに帰った後、８人の組合員とエドの連れ合いや
子どもたちそして妹さんと語らい、そして歌っ
た。
　私が一番心配していたことを連れ合いに尋ね
た。「エドは命をかけても闘いは続けるって言っ
ているけど、どう思っているの？」。彼女は少し
間を置いて「死んだら困るけど、彼がやってい
ることは間違っていないと思う。だから、彼を
信じる」と答えた。となりにいた妹さんは「私
は運動のことはわからない。でも見ればわかる
でしょ。こんなに大勢の仲間たちが兄を信頼し
て闘ってるんだから。兄はその信頼にこたえる
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責任があるでしょ」。私は答えを聞いてしばらく
自分の中でその言葉のもつ意味を考えた。私の
認識が間違っていたということに気がついた。
彼は「自己犠牲」で運動を続けているわけでは
ない。信頼の中で運動しそれに応えようとし、
それを家族が理解しているからこそ活動が継続
できるのだと。
　執行委員の一人が聖書の言葉を引用した。彼
は運動を始めるきっかけでありその糧としてい
つもこの言葉を思い描いていると言った。マタ
イによる福音書四章１６節「暗闇に住む民は大
いなる光を見、死の陰の地に住む者に光が射し
込んだ」（新共同訳）、手元にある英語版では
‘The people that lived in darkness saw a
great light; Light dawned on the dwellers
in the land of death’s dark shadow’（ケン
ブリッジ大学出版版）。イエスという男が彼の宣
教を始めた際に最初に発した言葉であるといわ
れている。迫害されつつづけてきた民の時代が

きたという宣言である。
　ＴＭＰＣＷＡは独立組合である。どこのナ
ショナルセンターにも属していない。もちろん
聖書を引用する組合員がいるから宗教色の強い
組織だという事でもない。いろんな考えを持っ
た一人一人の組合構成員は「欠くことのできな
い存在」ということが前提となっている組合で
ある。粘り強さの秘密はそのあたりにありそう
だと感じた。
　彼らとの語らいは深夜にまで及んだ。ここで
も自分に芸がないことを思い知らされた。皆が
みなギターを弾き歌うのである。おかげで「バ
ヤンコ」「アナク」等の懐かしい曲をタガログ語
で聴くことができた。皆が私にも唄えと要求し
てくる。仕方なく「イマジン」を歌った。私は
この曲の詩が好きなので歌詞だけは何とか覚え
ていた。皆も知っていて助かった。私はイマジ
ンの大合唱の中で彼らの勝利を信じた。
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韓国労働運動　最前線

　「労働者は団結だけが命、ストで闘おう」
　　　　尾沢　孝司（日韓民衆連帯全国ネットワーク）

　この上の写真の若者たちは誰だかわかりま
すか？ 彼らは、韓国のアイドルやモデルはあ
りません。ＺＥＮというれっきとした韓国の
労働歌謡専門の歌のグループなのです。彼ら
は去る８月１１日、１年以上にも渡り長期ス
トを闘っている金属労組シクネテックス分会
という組合を励まし、支援を広めていこうと
コンサートを開きました。 　ＺＥＮが集会で
歌っているのを初めて見たある人曰く、ＺＥ
Ｎを評して、「まるで安室のようなおねーさ
ん、おにいさんたちが、”労働者は団結だけが
命、ストで闘おう”と歌うのだから、目が点に
なってしまった」と語っていました。 　今回
は、ＺＥＮがコンサートを開き支援をしたシ
クネテックス分会の闘いを中心に、民主労総
で長期ストを闘っている組合の問題を紹介し
ていきます。 　 民主労総は今年の賃金団体協
約闘争（日本の春闘に相当）を、ワールドカッ
プ時期の前に集中闘争期間を設定して取り組
みました。しかし、この時期に妥結出来ない労
組も残り、金属、病院、タクシー労組を中心に、
ワールドカップ期間中もストなどの強力な闘

争を継続しました。 　民主労総は、ワールド
カップが終了した７月初め、これらの長期ス
トをしている労組に対する方針を明らかにし
ました。　【【【【【資資資資資料料料料料１１１１１】】】】】 　
　

　　　長長長長長長期ストの原因長期ストの原因長期ストの原因長期ストの原因長期ストの原因の原因の原因の原因の原因の原因

　長期ストの原因はさまざまですが、政府と
使用者側の対応で、最近の特徴は、警察の兵力
投入で労組幹部を逮捕していくことと、新種
の労組弾圧である天文学的な額の仮差し押さ
え・損害賠償請求訴訟を起こすことです。民主
労総の中でその被害額は、６月末の集計では、
３９職場・１,２６４億９,５３９万８,９８
０ウォンに登ります。
　具体的には例えば、建設運送労組レミコン
運転手２２人に対して７億７６００万ウォン
の仮差し押さえがかけられ、発電労組組合員
３０００名余に２１１億ウォンの仮差し押さ
えがかけられて、毎月給料の５０％が引かれ、
シクネテックス労組員９１名にも給料と住宅
など７億５０００万ウォンの仮差し押さえが
かけられ、蔚山暁星労組員２３７名になんと
３６６億３０００万ウォンの仮差し押さえ損
害賠償訴訟がかかり、チャンウン証券では構
造調整過程から労使合意に名誉退職慰労金を
払ったという理由で、労組委員長に全部で１
３億３０００万ウォン損害賠償を加えられ、
更に労組委員長の身元保証人である父親と叔
父、祖母の家と先山を仮差し押さえし、東光州
病院でも６４名の組合員と保証人にまで１２
億９５００万ウォンの仮差し押さえがかけら
れています。 　
　このように、使用者側の民事訴訟の対象は、
労組組合費に限らず、労組幹部と組合員、更に
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その家族と保証人の給料、通帳、不動産まで
に拡大し、労組破壊の手段にしています。 　

　　　シクネテックス分会の闘い　シクネテックス分会の闘い　シクネテックス分会の闘い　シクネテックス分会の闘い　シクネテックス分会の闘い

　このような厳しい弾圧にもかかわらず、民
主労総の方針に基づいて、ソウル本部では、
７月３０日に傘下の１１の長期闘争職場の代
表者が集まり「民主労総ソウル本部長期闘争
事業場問題解決のための共同闘争委員会」が
結成され、８月１３日には国会前で集会を開
くなど活発に闘争を展開しています。【【【【【資資資資資料料料料料
２】２】２】２】２】　この共同闘争委員会に参加している労
組の一つに冒頭紹介した金属労組シクネテッ
クス分会があります。　【【【【【資資資資資料料料料料３３３３３】】】】】
　シクネテックス分会は、会社の吸収合併に
より労組を忌避した資本が工場移転を機に、
労組破壊をねらって整理解雇したことに対し
て闘っています。結婚している女性の組合員
が多いですが、昨年７月２３日から全面スト
に突入し、以降暴力団や警察の暴行・逮捕に
屈せず闘い続けています。 　今年５月には、
解決意志を見せない資本に対して、会長が直
接出てきて解決を図ることを要求し、２回に
わたり漢江鉄橋の鉄骨の上に４０名が登り籠
城してアピールし、社会的な衝撃を与えまし
た。　【【【【【写写写写写真真真真真右右右右右】】】】】     　
　またワールドカップ期間中の６月１０日か
ら１１日間もの間、労使政委員会（これは金
大中大統領政権発足当時の労働政策の売り物
で、労使と政府が政策協議する場であるが何
の法的規制力も無いために形骸化し、逆に金
大中政権の新自由主義政策を貫徹するための
飾り物になっている）の建物でハンスト籠城
し、政府と資本を追いつめました。 　　この
ようにシクネテックス分会は、ユニークな力
強い闘いを粘り強く行いながら、現在も活発
に闘いを展開しています。

（資料１）＜記者会見文１＞
政府はスト現場への警察投入計
画を即時に中断して、４０日が
過ぎた金属・病院・タクシーの
ストを速やかに解決しなければ
ならない

１．民主労総は、政府当局が慶南昌原斗山
重工業とソウル江南聖母病院・慶熈医療院
などストライキの事業場に警察兵力を投入
するなら、直ちにすべての組織力を動員し
て対政府全面闘争に突入するとともに、
８・８再補選で労働弾圧をほしいままにす
る金大中政権審判運動を強力にくりひろげ
て行くことを宣言します。 　民主労総は、
政府当局に使用者たちの労働弾圧の尻馬に
乗ってストライキを武力鎮圧しようとする
危険な計画をあきらめて、４０日が過ぎた
金属・病院・タクシーのストを速やかに解
決することを強力に要求します。

２．民主労総は、そのどのような理由でも、
労働者のストを警察兵力を駆り出して武力
鎮圧することを、容認するものではありま
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直ちにストライキと都心集会示威を皮切り
に強力な対政府全面闘争を進めます。 　民
主労総慶南本部と金属慶南支部労組は、既
に斗山重工業に警察兵力が投入されるなら、
直ちに地域ゼネストに突入することにした
し、保健医療労組ソウル支部病院事業場も
１０日から三日間連帯ストの賛否投票を実
施する予定です。民主労総は、８日警察庁
前の抗議集会を皮切りに中央指導部と産別
代表者全員が来たる９日の斗山重工業で徹
夜座り込みに突入する予定であり、１０日
昌原で大規模な領南地域労働者大会を開催
します。また警察兵力投入と同時に全国的
な夜間集会闘争に突入して、△警察兵力投
入の事業場に民主労総指導部状況室を設置、
△全国単位労組代表者決意大会を経て非常
な覚悟で闘争して行きます。 　
　二番目、民主労総は、金大中政権が労働者ス
トライキを警察兵力を投入して武力鎮圧する
蛮行を犯せば、８・８再補選で金大中政権を審
判する大々的な運動をくりひろげて行きます。
　とくに今度の再補選の勝敗がかかった首都
圏４個選挙区を中心に、民主労総組合員と家
族はもちろん一般有権者達を相手に大規模広
報戦と集会示威など、すべての可能な方法を
動員して労働弾圧腐敗政権審判運動をくりひ
ろげて行きます。私たちは労働者のストを警
察兵力で武力鎮圧することだけはすべての手
段と方法を動員して決して許しません。

３．民主労総は、政府が使用者たちの労組破壊
工作の尻馬に乗るることではなくて、今から
でも４０日を越している金属・病院・タクシー
事業場６０カ所、２万余の労働者たちのスト
ライキを最大限早く円満に妥結することを強
力に要求します。 　５月２２日から２４日の
間に始まったストライキが、まだ続いている
理由は、使用者たちがワールドカップ局面を
悪用して、対話自体を忌避して労組を壊そう
としているからです。この過程で労働部と検
察・警察など行政当局は、交渉自体を回避して
職権仲裁の悪用、ノーワーク・ノーペイ適用、
告訴告発、懲戒などで労組破壊に熱中してき

た。 　去る 5 月警察が高麗大医療院経営陣
を尋ねてきて労組幹部の司法処理のための
陳述書を書かせようと強要し、告訴告発を
迫って労使関係に支配介入した警察は、聖
地である明洞聖堂を踏みにじって、発電労
組委員長を捕らえて行ったのでも足りなく
て、ワールドカップ４強戦を控えた６月２
４日、カトリック病院である江南聖母病院
と慶熈医療院にも警察兵力を投入すること
までしました。政府はタクシーと関連して
も不法な社納金制に固執して不法経営をこ
ととし、対話自体を拒むタクシー業者たち
の不法行為を傍観しています。

４．私たちは、今でも政府が正当で平和な労働
者達のストライキを警察兵力で武力鎮圧しよ
うとする計画をあきらめて、労組破壊に熱中
している使用者たちを厳しく措置して、４０
日を越した金属・病院・タクシーの長期ストラ
イキを最大限早く解決するように力を尽くす
ことを強力に要求します。

 ２００２年７月５日 全国民主労働組合総連
盟 （民主労総ホームページ速報・報道資料
欄、７月５日付け記者会見文より）

（（（（（資資資資資料料料料料２２２２２）））））
　長期闘争事業場の労働者たち　長期闘争事業場の労働者たち　長期闘争事業場の労働者たち　長期闘争事業場の労働者たち　長期闘争事業場の労働者たち
　一つに結集して国会前集会　一つに結集して国会前集会　一つに結集して国会前集会　一つに結集して国会前集会　一つに結集して国会前集会

　保健医療労組慶熈医療院・CMC 支部、金属
連盟チョンチ（天池）・テガン（太光）ハイ
テク労組、サービス連盟韓進観光・キヤッ
プス労組、施設管理労組法曹タウン支部な
ど職権仲裁、雇われ暴力団、契約解除、不
法派遺に立ち向かって[ 民主労総ソウル本
部長期闘争事業場問題解決のための共同闘
争委員会闘争の闘争宣布式] がもたれる。

せん。 一番目、警察兵力を投入するなら、 た使用者たちのあらゆる不当労働行為を傍
観して来たし、更に一歩進めて言えば、医
療労組と金属労組幹部４０名余に逮捕状を
発行するなど労働弾圧の先になって来まし
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１．８月１３日（火）午後１時からヨイド
国会の前で[ 民主労総ソウル本部長期闘争
事業場問題解決のための共同闘争委員会闘
争の闘争宣布式] が開かれる。集中暴雨と
強い日差し暑さの中で使用者たちの不誠実
な交渉とあらゆる不法脱法労組弾圧に立ち
向かって長期闘争を進めて来た労働者たち
が懸案問題解決のために共同闘争を決意す
るのだ。
　２．この日集会には、病院労働者たちの退
職金である私学年金の会社負担を求めて三ヶ
月目のストライキ闘争を繰広げている保健医
療労組慶熈医療とCMC 支部、雇われ暴力団と
労務者を前に立てた労組弾圧に立ち向かって
既に共同闘争を繰広げている金属連盟チョン
チ（天池）・テガン（太光）ハイテク労組、大
韓航空の不法派遺と整理解雇に立ち向かって
闘っているサービス連盟韓進観光労組免税店
支部と団体協約締結の約束を覆した会社側に
立ち向かって再ストライキを繰広げているキ
ヤップス労組、大法院と高等裁判所の用役契
約解除脅威に苦しめられている施設管理労組
法曹タウン支部労働者など４００名余が参加
する予定だ。
　３．一方これら長期闘争事業場代表者たち
は、去る７月３０日（火）民主労総ソウル本
部主催で開かれた（仮称）[闘争事業場懸案問
題解決のための共同闘争本部構成のための準
備会合]を持って、[民主労総ソウル本部長期
闘争事業場問題解決のための共同闘争委員
会] を構成することを決意して、８月８日
（木）慶熈医療院に集まって代表者会議を
持って、この日集会とともに国会環境労働委
員会議員たちに対する面談を求めることにし
た。
　４．民主労総ソウル本部は職権仲裁による
スト権の制限、雇われ暴力団を駆り出した旧
時代的労組弾圧、施設管理労働者に対する不
当な契約解除、大企業で恣行される不法派遺
と偽装請負、欺瞞的な団体協約締結の約束不
履行など闘争の事業場の懸案問題に対して共
同ホームページ制作、共同プリント配付、

国会及び労働部抗議集会などを通じて積極
的に社会問題化して、国政監査及び１２月
の大統領選挙に至るまで粘り強く闘争する
計画だ。

[ 民主労総ソウル本部長期闘争事業場懸案問
題解決のための共同闘争委員会]  チョンチ
（天池）産業／・テガン（太光）ハイテク／
シクネテックス／キヤップス／ソウル温泉
／韓進観光／ガルフ／慶熈医療院／カト
リック中央医療院／ハナロテクノロジー／
法曹タウン支部
　（民主労総ソウル本部ホームページ公示・
速報掲示板８月１３付け報道資料より）

（（（（（資資資資資料料料料料３３３３３）））））
７．７．７．７．７．２４金属労組シクネテッ２４金属労組シクネテッ２４金属労組シクネテッ２４金属労組シクネテッ２４金属労組シクネテッ
クス分会全面スト１周年、クス分会全面スト１周年、クス分会全面スト１周年、クス分会全面スト１周年、クス分会全面スト１周年、
闘争勝利決意大会決意表明闘争勝利決意大会決意表明闘争勝利決意大会決意表明闘争勝利決意大会決意表明闘争勝利決意大会決意表明

 工場移転の構造調整を口実に労組破壊と整
理解雇による弾圧を勝手気ままに行うヨン
プングループに立ち向かう全面ストが７月
２４日で３６７日目になりました。 　我々
の血と汗がしみた半導体組立会社のシクネ
テックスは今年で３６年目になりました。
会社の歴史と共に歩んできた労働組合も３
５年目になります。 　長い人は、２０年余、
平均でも１１年を越えるほど、シクネテッ
クスで青春を捧げた我々は、９８年コビョ
ングループの系列社の当時の過度な負債で
会社が不渡り危機だと思って、賞与金の返
納など苦痛分担をして、２０００年ヨンプ
ングループに吸収されて以降会社を再生さ
せました。しかし犠牲の代価は路上に追い
出されることでした。 　
　ソウル工場の労働者の犠牲で建てたパジュ工
場は、生産職を全員下請けの非正規職で運営し
て、ソウル工場を売って負債を返しパジュ工場
に移転するという９８年の合意は、ヨンプン資
本が吸収して以降、「労組破壊」のため無視
されました。そして突然アンサン工団にヨ
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ンプングループの系列社の土地を買って小
さな建物一つを建てて、パジュ移転はだめ
なので、アンサンにいけと言いました。 　
生産計画と雇用安定が全然保証されないア
ンサン移転は、「労組破壊と整理解雇」のた
め陰謀であったことが、２００１年５月末
に入手した会社側のシナリオの文言で明ら
かになりました。 　
　組合員たちは昨年、５月１１日から徹夜籠
城を始め、７月２３日一方的アンサン移転に
反対して全面ストに突入しました。 　そして
８月９日、労働者の飯の種である生産設備を
奪い取るために、交代で徹夜籠城で６０名余
が寝ていたヨムジャン洞工場に、２５０名の
雇われ暴力団、１５０名の会社の求社隊、そし
て１０００名の暴力警察が侵奪を敢行しまし
た。 　徹底的に踏みにじりセクハラまで行わ
れ、工場から追い出された組合員たちは大声
で意地で闘い始めました。スト参加の組合員
を全員懲戒委員会にかけた会社側は２００２
年１月１６日付けでスト参加の組合員全員を
解雇しました。 　２００１年９月２０日、パ
ジュ移転の誠実な交渉を要求するパジュ工場
野宿闘争で、酒を飲んだ求社隊に鉄パイプを
持って組合員を脅した会社側の弾圧は、９月
２５日妻を心配して一緒に来た夫たちを緊急
逮捕拘束し、支部幹部４名に対する逮捕状の
発布で始まり、交渉権の委任を受けた金属連
盟のイ・ソクヘン副委員長に対する逮捕令状、
二人の子供の母である支部事務局長のユン・
ミンニェさんに対する追加事前拘束令状を発
布するまでに激しくなりました。 　
　６月からシクネテックス、産業銀行、ヨンプ
ンによる告訴告発が続くようになり、賃金に
続き、家まで仮差し押さえが行われました。そ
して１２月７日、チョン・ヘギョン分会長が緊
急逮捕拘束され、続いて３月２６日イ・ドゥム
ヘ教宣局長が緊急拘束、５月２０日イ・ソクヘ
ン前連盟副委員長が拘束、５月３０日副分会
長と事務局長が拘束され、この中の３名は現
在ヨンドンポの拘置所に収監されています。

　告訴告発の仮差し押さえが行われ一銭の賃
金も無く闘争した１年、生計が一日一日日増

しに苦しくなっていますが、同志愛で団結
し家族と子供達までベルトをしっかりと締
めて犠牲になって一緒に闘いました。 　今
年の１月１５日から１８日までヨンプン本
社で３泊４日の野宿籠城、青瓦台に請願に
いき、労働部や女性部にも何度も訪ねてい
きヨンプングループに立ち向かい、我々労
働者の正当な生存権を守るため力に余る闘
争を継続してきました。 　 ２００２年２
月５日、昨年８月９日に続いて再びヨム
ジャン洞工場の籠城場から侵奪しに来た雇
われ暴力団に追い出され、籠城場は破壊さ
れました。既に我々シクネテックスの組合
員が数十年の青春をささげ働いてきたソウ
ルのヨムジャン洞工場はむごたらしく粉々
に壊されロッテ建設に売却されました。

　保育園まで破壊した第１次また第２次の蛮
行を目のあたりにして血涙を流しながら憤怒
したが、シクネテックス組合員は、再び組合員
の手で夫たちと多くの同志たちの助けで我々
の子供達の保育園を復旧しました。 　パジュ
工場は今も続けて新規採用をしています。け
れども組合員はだめです。 　アンサン工場は、
初め１６０名の社員中８０名しか残りません
でした。管理職社員はパジュに発令され、生産
職社員は組合員資格のないパジュ工場の非組
合員としてや、生産職の下請け社員として行
きました。機械設備が全くない中で雇用不安
を感じた社員たちは辞表を出しました。 　
　昨年７月の夏に工場に天幕を張って梅雨の
長雨と蚊の大群に襲われながら徹夜籠城をし
た組合員たちはスト１年を現在までも１００
名に近い組合員がしっかりとストの隊列を維
持しながら闘争しています。 　大部分既婚女
性である組合員たちの粘り強い闘争にも解決
意志を見せず、ヨンプングループとシクネ
テックスは動きを見せませんでした。それ
でヨンプングループ会長が直接出てきて問
題を解決することを要求して、命をかけて
５月２０日に続いて５月２９日から３０日
まで漢江鉄橋に２回も登りました。しかし
ヨンプングループの無労組政策の確固とし
た立場を確認する他はありませんでした。

韓国労働運動最前線韓国労働運動最前線韓国労働運動最前線韓国労働運動最前線韓国労働運動最前線
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　我々組合員たちはあきらめることなく、再
び６月１０日６４名の組合員が集団ハンスト
に突入しました。お母さんの手をまだ沢山必
要とする幼い子供たちを保育園に預けて、
ワールドカップの華やかな祝祭の雰囲気に顔
を背けながら、血涙を流さなければなりませ
んでした。 　１１日間のハンストにもかかわ
らず邪悪なヨンプングループは動きを見せま
せんでした。死を覚悟して生存権を守ろうと
した熱望は一瞬間崩れたが、我々は再び起き
あがりました。

　　　　　
雇用安定、雇用安定、雇用安定、雇用安定、雇用安定、民主労組死守のためのシクネ民主労組死守のためのシクネ民主労組死守のためのシクネ民主労組死守のためのシクネ民主労組死守のためのシクネ
テックス労働者は新しい決意で闘争しまテックス労働者は新しい決意で闘争しまテックス労働者は新しい決意で闘争しまテックス労働者は新しい決意で闘争しまテックス労働者は新しい決意で闘争しま
す！！す！！す！！す！！す！！

　会社はいまだに組合員があきらめて脱落して
いくことだけを望みながら、ハンスト籠城以降
何回かの実務交渉でもどんな解決意志も見せな
いでいます。 そして少し前スト参加の組合員に
対する不当解雇の救済申請で、幹部は全員除外
したまま組合員７２名に対してだけ復職判決が
出ました。無念な労働者を保護することが出来
ない法と政府、も屈せずに闘うシクネテックス
組合員を全て投げ捨てることは出来ないようで
す。 　このように我々は、民主労組死守、雇用
安定戦取のための闘いを、まさに１年間涙を抑
えがたく闘った組合員同志たちと、数百日の間
献身的に連帯して下さった同志たちと共にこれ
からも続けて行くつもりです。 　会社を再建し
よういう純粋な労働者の犠牲を解雇で逆に返す
亡徳が身にしみたヨンプン資本が、労働者の正
当な闘争に手を上げるまで我々は闘いをやめま
せん。

２００２．７．２４　全国金属労働組合ソウル
支部韓国シクネテックス分会
（シクネテックス分会ホームページ資料室欄７月
２４日付け記事より）　

【【【【【　　　　　速速速速速報報報報報 1 1 1  1  1  】】】】】　

　民主労総は、８月２７日臨時代議員大会
を開き、新しい指導部が選出された。この
日、第３期役員補欠選挙を行い、１１名が立
候補し、過半数の得票をした劉徳相（４
７）、李載雄（４４）、金炯卓（４０）、辛承
鐵（３８）、李香遠（４１）、洪準杓 （４０）
の各氏の６名が副委員長職の新しい役員に
選出された。このうち劉徳相さんが委員長
職務代行に、李載雄さんが事務総長職務代
行に決定した。

【【【【【　　　　　速速速速速報報報報報２２２２２　　　　　】】】】】
 　長期スト中である病院労組に対して、警
察兵力投入が差し迫ったことに対して、民
主労総は、これを阻止するために８月３１
日から、江南聖母病院と慶熙医療院を中心
に座り込みに入った。これは８月２９日、政
府が病院ストに対して警察力投入方針を明
らかにしたことに対応してこのような方針
を決めた。また６日には、単位労組代表者決
意大会を開き、万一警察力投入した場合、対
政府全面闘争に乗り出すこと、保健 医療労
組を中心に上京闘争、連帯ストなどを展開
することなどを明らかにした。

******************************************
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解説と報道資料解説と報道資料解説と報道資料解説と報道資料解説と報道資料

　　　　　　　　　　　　　　　　経済特区の女性労働者の闘い　経済特区の女性労働者の闘い　経済特区の女性労働者の闘い　経済特区の女性労働者の闘い　経済特区の女性労働者の闘い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　解説解説解説解説解説・・・・・翻訳　稲垣　豊翻訳　稲垣　豊翻訳　稲垣　豊翻訳　稲垣　豊翻訳　稲垣　豊

　　　　■　解　　説 　■
　
　中国の南端に位置し、香港と境界を接する
深セン（しんせん）は、中国の「改革・開放」
政策を象徴する都市である。田園風景の広が
るのどかな村が、２０年を経て中国経済を牽
引する代表的都市へと変化した。現在、人口４
００万人のうち、半数以上が他の地方から
やってきたいわゆる出稼ぎ労働者である。国
内外の企業からは「優秀で廉価な労働力」とし
て考えられている深センの出稼ぎ労働者たち
は、不安定な立場におかれている。労働者の団
結権が確立しておらず、中国の農村経済の全
般的な没落から来る買い手市場がほぼ恒常的
に形成されていることなどが要因である。ま
た中国全体の社会保障システムが構築されて
いないことも不安定要因である。現在、各地域
ごとに年金保険、雇用保険、医療保険などが構
築されつつあるが、圧倒的不利な力関係から、
加入していないケースが多い。改革・開放の２
０年、労働者の権利は常に先送りにされてき
た。 深センは、経済特別区域と、特別区域外
の宝安、龍崗地区に分けられる。進出企業は貪
欲に利潤を求めて、賃金水準が上昇した特別
区域内から、区域外の両区へと、そして深セン
市を超えて、周辺地域にまで展開しつつある。

　なお、今回の出典は、香港のNGOである女性
ネットワークが深セン市南山区総工会との協
力で深セン市内に開設している深セン市南山
区女性労働者センターの機関誌「姉妹蜜語」で
ある。同センターは、深セン市内に事務所を構
え、主に出稼ぎの女性労働者を対象に、労働法
や安全衛生に関するセミナーを開催したり、

労働者の権利に関するパンフレットを作成し
て配布したり、文化活動に取り組んだりして
いる。また週二回、専用のマイクロバスで市
内を回り、移動図書館や活動案内を行ってお
り、女性労働者たちの憩いの場を提供してい
る。

女性ネットワーク（The Chinese Working
Women Network）cwwn@hotmail.com

　　■　　資　料　 ■

深センの最低賃金深センの最低賃金深センの最低賃金深センの最低賃金深センの最低賃金
　
　深センの2002 年度の最低賃金水準は、時
給3.56 元、月給になおすと595 元（昨年比
3.6%up)。特区外の宝安、龍崗地区では時給
2.75元、月給になおすと450元（同4.5%up）
となっている。中国国内で最高水準である。

中国における労働争議の仲裁中国における労働争議の仲裁中国における労働争議の仲裁中国における労働争議の仲裁中国における労働争議の仲裁
　
　労働者と企業との間に労働争議が発生した
場合、当事者の一方は企業内部に設けた労働
争議調停委員会に調停を申請することがで
き、調停が不調に終わったか、あるいは当事
者が調停を望まない場合は、地元の労働争議
仲裁委員会に仲裁を申請することもでき、当
事者は仲裁機構の仲裁に不服である場合、人
民法院に提訴することができる。

中国語コーナー
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　彼女らの団結は、経営陣を追い詰め、彼女ら
の堅持は行政の労働部門の責任の回避を許さ
なかった。彼女らは半年間で合法的な権利を
取り戻した。 　深センのとある工業区にある
エレクトロニクス工場は香港資本の企業で、
おもにラジカセを生産している。労働者は千
数百名で、女性が七割を占める。 　この工場
は開業以来、労働者と雇用契約を結んだこと
はなく、社会保険に加入したこともなかった。
労働者の賃金もきわめて低く、基本給は月３
５０元で、時間外手当は１時間２元、班長の給
料も４００元である。そのほかには３００元
の手当てがつく。毎日の勤務時間は一般的に
９時間、急ぎの仕事があるときには１１、１２
時間働くこともあるが、残業時間がどれほど
長くなっても、労働者は多くて５００～６０
０元の賃金しかもらえない。それだけでなく、
毎月工場側に１５元の「労務費」を支払わなけ
ればならない。
　労働者の宿舎の環境も悪く、宿舎の風通し
は悪く、一室に２０人が住んでおり、部屋の真
ん中に細い通路があるだけで、ネズミがあち
こちを走り回り、ひどい場合にはベットの上
にもネズミがいる。労働者は何度も労働局に
訴えの手紙を書いたが、労働局の査察の際に、
工場側はあらかじめ一部の労働者を帰宅させ、
タイムカードを隠し、労働局の査察をごまか
したことで、労働者の怒りを買い、ある労働者
は我慢できず別な仕事を探すしかなかった。
　２００１年１０月、仕事が減ったことによ
り、多くの労働者は出勤３日、休暇４日とな
り、仕事も手当てもなくなった。もともと賃金
が少なかったことに加え、出勤日が減り、労働
者は最低限の生活さえも保障されなくなり、
多くの労働者が生活費を切り詰めるだけ切り
詰め、転職するしか道のない労働者もいた（労
働者の話によると、この工場の賃借期限が

迫っており、２００２年には東莞ー
深センの北に位置する地区。新たな投資ス
ポットになっているー本社に移転することか
ら、〔移転に伴う解雇による〕労働者への補
償を削減するために、このような方法を通じ
て労働者を自主退職に追い込んだ）。

　　　　　　　　　　経営者との交渉、経営者との交渉、経営者との交渉、経営者との交渉、経営者との交渉、協約書協約書協約書協約書協約書
　　　　　　への署名をかちとる　　　　　　への署名をかちとる　　　　　　への署名をかちとる　　　　　　への署名をかちとる　　　　　　への署名をかちとる

　ついに耐えがたい状況の下で、班長が従業
員宿舎で労働者を集め、朝８時に労働局へ訴
えに行った。彼女らはあらかじめ告発書を書
き、労働者の署名を集め、労働者代表を選出
した。 　翌日には百数十名が労働局へ訴えに
行った。労働局の職員は労働者の数が多いこ
とから、影響力の拡大を恐れすぐに工場への
査察を行った。その日の午後、工場は休暇で
も毎日５元の食費補助を支給するという通達
を行った。この時、労働者たちは賃金が深セ
ンの最低賃金の基準に達しておらず、雇用契
約もなく、形を変えた天引き（労務費１５元/
月、水道料金４元/立方メートル、電気料金
２元/ワットなど）が行われ、自分たちの権
利が深刻に侵害されていたことを知った。労
働者たちは憤激し、これ以上だまされないよ
うに、経営者との直談判を要求した。工場長
と他の管理者は理事長を呼びにもどるしかな
かった。労働局の調整のもとで、労働者と工
場側が交渉を行い、数時間の激しいやり取り
を通じ、労働者から出された問題について、
双方の協議と合意を経て協約書にサインし
た。

　　　　　雇用側の契約違反に対して雇用側の契約違反に対して雇用側の契約違反に対して雇用側の契約違反に対して雇用側の契約違反に対して
　　　労働者が集団で仲裁を申請　　　労働者が集団で仲裁を申請　　　労働者が集団で仲裁を申請　　　労働者が集団で仲裁を申請　　　労働者が集団で仲裁を申請

　労働者の団結は、経営側に大きな圧力を与
えた。労働者の力を弱めさせるために、工場
側は試用期間の終了を理由に、三十数名の試
用期間内の労働者を解雇し、協約を守らな
かった。労働者は経営者にだまされたと感じ
た。１２月７日、労働者は再び労働局に訴え
た。１０日の午前中に、工場全体の８００名

団結、堅持、勝利
　　　　　楊　旋

中国語コーナー
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以上の労働者は小雨をのなか、労働者代表と
経営側と労働局の交渉の結果を、傘をさして
工場の入り口で待った。一日の交渉を経て、労
働局の調整のもとで、工場側は「深セン経済
特別区企業労働者基本年金保険条例」に基づ
いて、保険に加入することに同意した。２０
０１年１月に改定された「深セン経済特別区

　しかしある部門の人々は補償金を受け取る
ことができなかった。工場側も何人かの労働
者代表を訪ね、もし依願退職するのであれば、
雇用期間１年につき一ヶ月の補償金を出すこ
とを持ちかけ、一部の労働者代表は辞職して
補償金をもらう道を選んだ。このとき残った
労働者の人数も多くなく、労働者は団結力を
失い始めており、人心の乱れも見られ、一部の
労働者代表も闘争の継続から離脱した。

　　　　　　　　　　結局、結局、結局、結局、結局、彼女らの堅持が彼女らの堅持が彼女らの堅持が彼女らの堅持が彼女らの堅持が
　　　　　　勝利を勝ち取った　　　　　　勝利を勝ち取った　　　　　　勝利を勝ち取った　　　　　　勝利を勝ち取った　　　　　　勝利を勝ち取った

　２００２年１月初め、工場側は生産停止を
宣言し、すべての労働者に賃金を支払った後
に立ち退きを迫った。労働者たちは（未加盟分
の）年金保険料の補償を要求したが、工場側は
労働者はすでに退職しており、補償金を支
払ったことを理由に、労働者の要求を拒否し
た。労働者はあきらめずに仲裁を申請した。多
数がすでに離職しており、最後には１９８人
だけが仲裁闘争を堅持した。彼女たちは別に
数名の代表を選出し、仲裁および代表者の生
活費、電話連絡費を準備し、委任状にサイン
し、１月１６日に区の仲裁局に提訴した。
　２００２年２月２２日、仲裁局は労働者勝
訴の判断を下した。しかし工場側は上告した。
４月１９日に裁判所は、工場側が１９８人の
労働者に一人５００元の年金保険料を支給す
るという和解案を提示した。労働者は和解案
を受け入れ、判決の日から一年以内に裁判所
に身分証明書を提示して年金保険料を受け取
る。 　深センで、あるいはさらに多くの町で
は、このような例が数多く見られる。労働者は
比較的大きなグループであるが、また社会的
に弱いグループでもあるが、一致団結して闘
いを堅持することで、合法的権利を勝ち取る
ことは難しいことではない。

　（深セン市南山区女性労働者サービスセン
ター機関誌「姉妹蜜語」第１５期２００２年７
月号より）

企業労働者基本年金保険条例」第９条に基づ
いて、基本年金の保険料は、本人が賃金の５
％を納め、企業は被保険者の賃金の８％の保
険料を収める。同時に工場側は２００１年９
月からの賃金の補填を行い、残業時間が２０
０～２２０時間のものには１００元の時間外
手当補填を、２２１時間以上のものには２０
０元の補填を、一週間以内に実施しなければ
ならないとした。 　
　何人かの代表が協約書を掲げ労働者に見せ
たときに、すべての労働者が歓声をあげた。な
ぜなら彼女たちは、これほどの短時間で彼女
たちが汗水たらして稼いだ賃金を取り戻し、
労働法に定められた基準を実現できるとは考
えてもいなかったからである。これは彼女た
ちがまったく想像だにしていなかったことで
あると同時に、労働者は自らの権利を保護す
ることが可能であることを意識し始めた。１
２月２０日、労働者は汗水たらして稼いだ賃
金を手にすることはできたが、年金はいまだ
に加入手続きが行われていなかった。
　１２月２６日、工場側は、国際的な影響に
より、受注が減少し、生産ラインを縮小しな
ければならないという通達を出した。会社は、
依願退職者に対しては、入職半年以内のもの
には半月の賃金を補償し、入職半年以上一年
以内のものには二ヶ月の賃金を補償する。会
社が準備資金の計算を行いやすくするために、
依願退職者は辞表を書いて会社の責任者から
の指示を待たなければならない。今回の依願
退職有効期間はその月の３１日までとするも
のであった。労働者は春節（旧正月）を迎え
ることを考え、工場もすでに何もできる状態
にはなく、すべての設備が搬出され、工場移
転により補償金を受け取ることができなく
なってしまうのではないかと心配したことか
ら、次々に辞表を出した。

中国語コーナー
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９／１１から一年９／１１から一年９／１１から一年９／１１から一年９／１１から一年

　　　　　ブッシュ政権の反労働者攻撃ブッシュ政権の反労働者攻撃ブッシュ政権の反労働者攻撃ブッシュ政権の反労働者攻撃ブッシュ政権の反労働者攻撃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クリスクリスクリスクリスクリス・・・・・クタリククタリククタリククタリククタリク（（（（（レレレレレイイイイイバババババーーーーー・・・・・ノーツ）ノーツ）ノーツ）ノーツ）ノーツ）

昨年の９月１２日には既に「二度と9/11以前
に戻ることはないであろう。」と言われていた。そ
れから一年、労働者にとって多くの変化があった
が、何も変わっていないこともある。しかし、一
番の変化は今ではテロに対する戦争という口実が
あることである。ブッシュ政権と経営側の反労働
者的政策を覆い隠すために国家の安全保障が持ち
出されることが多くなった。
民間でも公営部門でも労使関係を組替えること

は9/11のはるか前から計画されていたが、9/11
以後の新秩序の核心的政策となっている。大量レ
イオフなどの経済的混乱や政府の政策の直接的影
響により、労働者の職場と日常生活を変えるよう
な力が働いていることを労働者は気づいている。
9/11 から一年、その蓄積した影響と政府の反

応を分析する。

　　　直接的な影響

9/11 の影響は直ちに現れた。既に構造的な弱
さに蝕まれていた経済は急激に後退局面に入り、
大量レイオフが相次いだ。9/11の攻撃の直接的な
影響により航空・ホテル・観光などの産業の430
の職場で125，637人が18週間の内にレイオフさ
れた。
また歳入不足により多くの地域で公務員の賃金

が凍結された。例えばマイアミでは教師や行政職
公務員が賃金凍結に対して大規模な病休闘争を展
開した。
世界貿易センターが倒壊するはるか以前から組

合の譲歩を引き出そうとする動きは存在してい
た。しかし、航空会社などいくつかの会社ではそ
の危機を利用して更に譲歩を迫ろうとしている。
客室乗務員協会のジョシュア・フリーズはこう

語っている。「9/11の何ヶ月も前から会社は従業
員団体に譲歩を迫ってきていた。忘れてはいけな
いのは、その理由は航空産業では80％が組織化さ
れていて、多分アメリカで一番組織率が高い産業
だからだということだ。」
このような9／11事件の間接的な影響以外に

も、何千もの労働者がテロに対する戦争に関わる
政府の政策により直接的な被害を被っている。市
民権を持たない労働者が解雇され、17万人の連邦
政府職員が国民監視システムに動員されるなど、
その被害は既に出てきている。

　　　国内治安

国土安全保障省を創設することは単に新しい官
僚組織が増やすことだけではない。巨大官庁、国
土安全保障省を創設するための35ページの法案
の中には次のような68文字からなる第730節が隠
されている。新しい国土安全保障省の従業員とな
る約17万人から団体交渉権と連邦施行規則タイ
トル5に規定された公務員保護を剥奪する権限を
大統領に任意に与える内容である。その文章の中
では「柔軟」で「現代的」で「業績と適応性に裏
付けられた公務員雇用原理」が謳われている。
アメリカ政府従業員連盟（ＡＦＧＥ）のボビー・

ハーネッジ委員長はこの法案を次のように表現し
ている。「公務員の賃金、健康保険、退職金、前歴
加算、解雇無効申し立ての権利、内部告発保護権、
団結権、団交権を掘り崩す思想の婉曲表現に過ぎ
ない。」
この新しい法案は、1000 人近い法務省職員の

団交権を奪う今年1月7日の大統領令に続くもの
である。

アメリカ労働運動
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このような反労働者的な政策の本当の意図が表
面に表れることもある。影響の大きな右翼シンク
タンク、ヘリティッジ基金の副会長のマイケル・
フランクは7月20日のヒューストン・クロニクル
紙で次のように述べている。「この新しい官庁と
テロに対する戦争は、選挙までの間の保守戦略で
ある。」さらに続けて、「今後の議論の重要なテー
マは、組合に対する経営側の権利を認めること、
人種とジェンダーによる雇用枠の強制を許さない
こと、賃金を規制する法律を適用させないことで
ある。」としている。テキサス選出の共和党下院
議員でこの法案を通すための特別委員会の委員長
であるリチャード・アーミーと強いつながりをフ
ランクは持っている。
国土安全保障省に統合される予定の連邦緊急時

管理庁、沿海警備隊、国境警備隊を含む移民帰化
局、連邦保護局などに働く労働者の内の5万人を
ＡＦＧＥが組織している。ＡＦＧＥのジャッ
キー・シモンによれば、同労組はこの法案の最終
文案から反労働者的な部分を削除するよう運動を
展開している。　
上院民主党は反労働者条項を削除しようと動い

たが、議会は夏休みにはいり、法案の最終案はま
だ決定していない。しかし、ブッシュ大統領は今
後の議論により第730節が削除された場合は法案
に対して拒否権を発動すると表明している。　

合法的な移住労働者の解
雇

航空交通保安法は米国市民権を持たない労働者
が空港検査官になることを禁止している。この法
律が１１月１９日に完全に施行されるようになる
と全国の空港検査官の四分の一に当たる6000人
に上る市民権を持たない労働者が解雇されるかも
知れない。
その大半は長い職務経験を持ち、永住権を持つ

合法的な滞在者である。この解雇の不当性は言う
までもないが、市民権を仕事の条件とすること
が、空港やその他の職場での仕事に波及すること
が懸念されている。
西海岸の空国検査官が一番ひどい被害を受ける

ことになる。カルフォルニア州の主要な空国では
検査官の８割が移住労働者でそのほとんどがフィ

リピン人である。検査官の多くを組織するサービ
ス産業従業員組合（ＳＥＩＵ）は被害を受ける検
査官を代表してアメリカ自由人権協会（ＡＣＬ
Ｕ）と共同で裁判に訴えている。サンフランシス
コのベイエリアではフィリピン人と平和と正拒活
動家を含む草の根キャンペーンがこの問題を取り
上げている。

　全国監視制度ＴＩＰＳ

労働者の生活に直接的に影響を与える政策変更
は経済分野に限らない。司法省は何百万人もの労
働者を巨大な監視の網に組み込むテロ情報・抑止
システム（ＴＩＰＳ）計画を発表した。連邦政府
が最近立ち上げたボランティア団体、シチズン・
コーによると、このＴＩＰＳは「不審な事件を職
務上知りえる立場にある労働者がその疑惑を報告
できるようにする全国的な報告制度」である。
7月中旬には司法省と郵便・電気・ガス・水道・

配達・船長・トラック運転手・車掌など国民とつ
ながりの深い労働者を雇用する大企業の経営者と
の話し合いが開始された。ＴＩＰＳの究極の目的
は100万人の労働者を潜在的な情報提供者として
制度の中に取り込むことにある。
この計画に対する抵抗は既に市民的自由運動家

や労働運動の一部から起こっている。７月２４日
にカルフォルニア州地方労働評議会はこの計画を
強く非難する決議を採択し、その中で全労働者を
スパイと情報提供者の組織に組み込もうとしたナ
チスドイツの試みとこのＴＩＰＳを比較してい
る。７月１７日には全国郵便配達労働者協会はこ
の計画には協力しないことを宣言した。その直ぐ
後に、全米電気ガス水道労働者組合（ＵＷＡ）の
代表は「組合員が情報提供者になることは好まし
くない。」との見解を明らかにした。
草の根の労働者ではもっと強い批判を展開して

いる人もいる。チームスター労組民主化同盟（Ｔ
ＤＵ）の会員でＵＰＳのトラック運転手のブッ
チ・トレイラーはニューヨーク・タイムズの特集
記事で次のように述べている。「疑わしいと誰が
決めるのが問題だ。我々の自由を守るべき立場の
人が猜疑心を抱くよにになってしまうことが心配
だ。郵便配達の人が正確に配達することより、そ
の郵便がどこから来たものか詮索することに気を

アメリカ労働運動
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取られるようになるのではないか。私のような仕
事をしている者に監視することを要求する制度は
毎日の仕事で地域に築いた信頼を脅かすことにな
る。」
労働運動の全ての部分がＴＩＰＳに反対してい

るわけではない。トレイラーさんの所属するチー
ムスター労組のジェームズ・ホッファ委員長はこ
の計画に賛成している。同労組のスポークスパー
ソン、ロッブ・ブラックによると「ホッファ委員
長はチームスター組合員はテロとの戦争の目とな
り耳となることができると述べている。」
ＴＩＰＳへの反対の高まりにより当初の計画は

既にいくらか後退させられている。８月９日に司
法省は郵便と電気・ガス・水道労働者を制度から
外すと発表した。

　ストライキを抑える

ブッシュ政権は国内治安を理由として労働運動
の中心、西海岸の港湾労働者の協約改定交渉に直
接介入している。国際港湾倉庫労働者組合（ＩＬ
ＷＵ）と経営側が交渉を始めた５月中旬には政府
は既にタフト・ハートレー法によるストライキ差
し止め命令による介入を準備し始めていた。
このようなタフト・ハートレー法の国家緊急事

態条項を利用した介入は1978年の炭鉱ストライ
キに対してカーター大統領が試みて以来行われて
いない。皮肉なことに1978年の差し止め命令に
一番強く反対したのはＩＬＷＵであった。炭鉱を
操業するために軍隊が使われるのならば西海岸全
体で一日ストを打つと宣言したのである。　　

　

■　解　　説　■

ここに訳出したのはアメリカの独立労働情報
誌、レイバー・ノーツ誌の９月号の巻頭記事であ
る。原題は「9/11から一年　依然として続く労働
運動の低迷」である。　昨年の9/11以降の労働運
動の状況、特にブッシュ政権の労働運動に対する
攻勢をまとめた記事である。
作者のクリス・クタリクはレイバー・ノーツの

編集者の一人。テキサス州オースティンにある合
同交運労組ローカル1549の役員を経験。その後、
独立労働ジャーナリズムに従事。今年７月からレ
イバー・ノーツのスタッフになったばかりであ
る。
最後に出てくるタフト・ハートレー法は１９４

７年に成立した労使関係法である。それまでの１
９３５年成立のワグナー法を修正し、労働者の権
利に様々な制限を設けた。ここに出てくる国家緊
急事態条項もその一つ。第二次世界大戦中から戦
後にかけて頻発したストライキを抑圧しようとし
たものである。
国家の安全と国民の健康に影響を与えるような

ストライキについては、その争議についての調査
委員会を任命する権限が大統領に与えられる。調
査委員会の報告書に基づいて司法長官は連邦地方
裁判所に対して８０日間のストライキ差し止め命
令を求める権限が与えられる。
１９７８年の炭鉱ストライキに際してカーター

大統領はこの条項を発動させようとしたが、裁判
所は差し止め命令を認めることを拒否した。

（翻訳と解説　　山崎　精一　）　
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　10月下旬、フランス農民連盟代表のジョゼ・
ボベさんがATTAC Japan（「市民のために金融
取引への課税を求めるアソシエーション」）の
招請で来日します。ジョゼ・ボベさんは1999
年に建設中のマクドナルドの店を解体した
（欧州が米国産のホルモン飼育牛肉の輸入を禁
止したことに対する報復として、米国がフラ
ンス特産のロックフォールチーズに対して報
復関税をかけたことに対する抗議として）こ
とで逮捕され、新自由主義的グローバリゼー
ションに反対する運動の象徴的存在となりま
した。 　
　彼はフランス・ラルザックの牧羊農民です
が、「希望をグローバル化するために闘いをグ
ローバル化しよう！」という彼の言葉に示さ
れるように、ボベさんは新自由主義的グロー
バリゼーションに反対する世界中のあらゆる
運動に駆けつけて、支援と連帯、そして闘いを
呼びかけています。遺伝子組み換え作物に対
する反対や、反WTO のデモなどで常に行動の
先頭にたち、今年3月には、イスラエル軍によ
るラマラ侵攻に際して、パレスチナ自治政府
の防衛のためにロックフォールチーズを持っ
て駆けつけました。

　日本でも市場主義、競争主義の名のもとに、
リストラや首切りが吹き荒れ、地域において
も農業切り捨て、地域経済の空洞化と危機が
進行しています。またBSE（いわゆる狂牛病）
の発生、遺伝子組み換え作物の輸入増加およ
びその種子の実用化など、食の安全性も危機
に瀕しています。

　ボベさんは日本のこうした新自由主義グ

ローバリゼーションの流れに対して闘いのヒ
ントを提示してくれます。ボベさんに世界の
運動の熱い息吹を語ってもらいましょう。 　
　ボベさんは日本訪問の後、ニュージーラン
ドに向かいます。APWSLの仲間たちがボベさん
を迎え、ニュージーランドでも支援、連帯、闘
いについて語ります。全国でボベさんを囲む
シンポジウムや交流会が予定されています。
ジョゼ・ボベさんを囲み、語り合い、ともに運
動を作り出して、世界の反グローバリゼー
ション運動に合流していきましょう。

[日程]
　
10月 22 日（火）日本着　～三里塚交流会 　
10 月 24 日（木）仙台集会
10 月 26 日（土）東京集会 　
10 月 27 日（日）新潟集会 　
10 月 28 日（月）関西集会 　
10 月 30 日（水）福岡集会 　
10 月 31 日（木）長崎集会 　
11 月 1 日（金）次の訪問地ニュージーランド
へ

[連絡先]

 ATTAC Japan（アタック・ジャパン）
 Tel:03-3813-6492 Fax:03-5684-5870(ア
タック宛)
 URL:http://www.jca.apc.org/attac-jp/
 e-mail:attac-jp@jca.apc.org
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編集部より編集部より編集部より編集部より編集部より
　
　○　編集作業が予定より遅れて９月半ば
にずれ込み、この編集後記をちょうど9/11
の一周年の日に書いている。昨年の日本委
員会総会でこのリンクスの編集長を引き受
け、最初の号の編集中にあの衝撃的な事件
が起きた。それから一年、４号目のリンクス
ができあがった。
　○　毎号で9/11以降のアメリカ労働運動
を取り上げてきたが、今回もレイパー・ノー
ツ誌の最新号の巻頭記事が間に合った。英
語からの翻訳コーナーはアメリカ労働運動
を紹介するコーナーではないので、そろそ
ろアメリカ以外の国の記事を取り上げたい
と思う。
　○　総会に台湾から招待したチェン・ボ
エイさんは３０代になったばかりで、若い
台湾の労働運動を象徴するような人物。自
作の労働歌を力強く歌う。１月のバンコク
総会での活躍ぶりを見て、新しいリーダー
の登場を感じた。
　○　７月の日本委員会総会で新たに共同
調整委員になった稲垣さんも同年代。北京
語に堪能なので、チェンさんとのコミュニ
ケーションにも好都合である。国内で、海外
での今後の活躍を期待したい。　

　○　ところが、稲垣さんは８月から新し
い仕事につき、９月から中国に渡ってし
まった。彼を中心に活動を始めようとした
いた関東のメンバーにとっては大きな損失
である。３ヶ月の間なので、前任者の渡邉
さんを中心にして穴を埋めたい。
　○　慣れない仕事で大変とは思うが、中
国での滞在をぜひ活かしてもらいたい。中
国社会は大変動の最中であり、アジアの労
働運動の将来はそこでの動向抜きに語れな
くなることは明らかである。ＡＰＷＳＬの
ネットワークが中国本土をカバーするきっ
かけとなることを期待する。
　○　この号にはこれまでで最高の１０人
から原稿が寄せられている。ご協力に感謝
する。この暑かった夏の間に多くの会員が
海外に出ている。ＡＰＷＳＬ日本委員会と
しての取り組みはなかったが、何らかの形
で協力したり、個人として関わっている。
その中からバンコクで開催された二つの会
議と、フィリピンへの連帯ツアーの報告が
寄せられている。
　○　今年は総会後２ヶ月で最初の号を出
すことができたので、何とか季刊を守れる
と思う。原稿さえあれば出せるので、会員
の皆さんの参加をお願いする。このリンク
スを提案、質問、報告、交流の場として利
用してもらいたい。メーリングで締め切り
などの情報を流しますが、いつでも結構な
ので原稿など送ってもらいたい。　
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